
Ⅰ．はじめに
わが国の高齢化は急速にすすみ，後期高齢者

の増加に伴い，長期に70万人台にとどまって
いた死亡者数は平成25年には140万人を越える
と推測されている．これは，厚生白書1）による

と，戦後の混乱期を除いた最も多い死亡者数と
なり，近代の医療が経験したことのない死亡者
数となると言われている．また，死亡場所をみ
ると，1960年には全死亡者の70%が自宅で死
亡していたが，2000年には13.9％まで減少して
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要　旨　本研究は，居宅介護支援事業所のケアマネージャーを対象とし，高齢者の在宅ターミナル
期の支援状況，在宅サービスの充足状況，介護保険制度上の問題点を明らかにすることを目的とし，
平成18年10月～ 11月に無作為抽出した居宅介護支援事業所のケアマネージャー 200名に対し郵送法
による質問紙調査を行った．その結果，①ケアマネージャーのターミナル期の支援状況は，「療養場
所選択の支援」「医師の紹介」「訪問看護導入」「緊急時の受け入れ先の紹介」「ターミナル期に利用で
きるサービスの紹介」「訪問回数の増やす」「急変時の訪問」「死亡後の訪問」の8項目において，約9
割のケアマネージャーは意識的に支援を行っていた．②ターミナル期に利用可能なサービスの充足状
況では，『充足している』が訪問入浴では約5割，訪問看護，訪問介護では約3割，通所介護，短期入
所，往診医では2割以下であった．③在宅ターミナル期を支援するための在宅サービスや制度につい
ての自由記載から，「在宅ターミナルに対応する医師の不足」，「家族へのレスパイトケアや精神的サ
ポート体制が必要」，「在宅サービスの24時間体制や量的整備が不十分」，「在宅サービス提供者のター
ミナルケアに対する意識や知識」，「サービス事業者のターミナル期の利用者の受け入れが困難」，「在
宅ターミナルに向けての入院中の説明や退院支援の不足」，「本人・家族と医療者の意志の不一致」，「介
護保険制度上の問題」，「医師との連携が困難」の9つのカテゴリーが抽出された．今回の調査結果か
ら在宅でのターミナルケアを支援するサービスが量的にも質的にも十分でないことが示唆された．今
後さらに，詳細な調査を行い，在宅ターミナル期の支援状況，サービス充足状況を明らかにしていく
必要がある．
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いる2）．しかし，今後140万人を越える死亡者
の8割を現在のように医療機関で受け入れるこ
とは困難となり，自宅で死を迎える時代が到来
すると言われている．

在宅死に関する研究では，その成立要因や有
効な支援方法を明らかにするものが多く行われ
ている．それらから在宅死を実現する要因とし
て，「本人・介護者の在宅死を希望する意志」，「往
診医の存在」，「看護体制や支援内容」，「24時
間体制の連絡が可能であること」，「福祉サービ
スの利用」，「介護者に不安がないこと」，「代替
介護者の存在」などがあげられている3）-5）．また，
在宅死に対する介護者の満足感は高いが6）7），
一方では福祉サービスの利用の低さや介護期間
の長期化や介護負担感の大きさなど8）9）が指摘
され，介護者の90％は限界を感じていたとの
報告10）もある．これらから，往診医や訪問看護・
福祉サービスなどの在宅サービスの利用，介護
者への支援が在宅死の実現や満足感に関連する
重要な要因であると考えられる．介護保険下に
おいては在宅サービスのマネジメント，家族支
援などの役割を果たすケアマネージャーが，
ターミナルケアにおいても重要な役割を担うと
考えられる．樋口は11），在宅のターミナルケア
において，丁寧なマネジメントの実施が介護者
の満足感を高める可能性があることを示唆して
いる．

しかし，在宅ターミナルケアの研究において，
ケアマネージャーを対象とした研究は少ない．
柳原12）はケアマネージャーの看取り経験や意
識を明らかにしているが，支援内容や制度上の
課題やサービスには言及していない．堂園13）

は看取り経験のあるケアマネージャーからの聞
き取り調査によりターミナルケアの役割を抽出
しているが，調査対象が3名と少なく一般化す
るには限界があると考えられる．これらのこと
より，在宅ターミナルケアの支援の要となるケ
アマネージャーが，ターミナル期の利用者や家
族にどのような支援をおこなっているのか，ま
た，ターミナルケアにおける在宅サービスの整
備状況は明らかにされていないのが現状であ
る．

Ⅱ．研究目的
本研究では，居宅介護支援事業所のケアマ

ネージャーを対象とし，在宅高齢者のターミナ
ル期の支援状況，在宅サービスの充足状況，介
護保険制度上の問題点を明らかにし，在宅高齢
者のターミナルケアのための基礎資料とするこ
とを目的とする．

Ⅲ．研究方法
１．調査期間

平成18年10月～ 11月

２．調査対象
① 北海道・東北，関東，中部・関西，中国・

四国・九州の4地区から各1都道府県を無
作為抽出した．

② 無作為抽出した4都道府県より系統的抽出
法により無作為に抽出した居宅介護支援事
業所のケアマネージャー 200名

３．調査方法
郵送法による質問紙調査

４．調査内容
①回答者属性

性別，年齢，所有資格，ケアマネージャー
の経験年数，事業所設置主体

②ターミナル期の支援状況
ターミナル期の支援経験の有無と支援内

容として「療養場所の選択の支援」，「往診
医の紹介」，「訪問看護の導入・調整」，「緊
急時の受け入れ先の紹介」，「ターミナル期
に利用できる福祉サービス紹介」，「訪問回
数を増やす」，「急変時の訪問」，「臨終時の
立ち会い」，「グリーフケアとしての利用者
死亡後の訪問」の９項目について，「必ず
実施している」，「必要に応じて実施してい
る」，「なるべく実施している」，「ほとんど
実施していない」の４段階で回答を得た．

③サービスの充足状況
「訪問介護」，「訪問看護」，「訪問入浴」，「通

所介護」，「短期入所」，「往診医」，「ボラン

ケアマネージャーから見た在宅高齢者のターミナルケア体制の現状と課題 

－ 36 －



ティア」の７項目について，「充足してい
る」，「不足している」，「わからない」の３
段階で回答を得た．

④ターミナル期の支援の課題
ターミナル期の支援を行うにあたりサー

ビスや制度に関して課題と考えることにつ
いて，自由記載で回答を得た．

なお，②ターミナル期の支援状況，③サービ
スの充足状況の調査項目については，高齢者の
在宅ターミナルケアに関する先行文献14）－16）

を参考とし，重要な支援およびサービスと考え
られるものを抽出した．

５．分析方法
回答者属性，ターミナル期の支援状況，サー

ビスの充足状況については，項目ごとに
SPSS12.0forWindowsを使用し集計した．ター
ミナルケア支援の課題の自由記載については内
容分析を行った．内容分析の方法は，「ターミ
ナル期の支援のためのサービスや制度に関する
課題」に焦点をあて，文章の内容が読みとれる
段落に分け，分析の単位とした．内容の意味の
類似性により記録単位にカテゴリー化した．分
析に際しては，研究者3名で検討を行った．

６．倫理的配慮
回答は無記名式で行い，個人が特定されない

ようにした．調査の依頼は書面をもって行い，
調査依頼書に研究主旨，回答は自由意思である
こと，回答をしなくても一切不利益は生じない
こと，得られたデータはすべて統計的に処理を
行い個人が特定されないよう分析を行うこと，
本研究以外には使用しないこと等を明記した．

なお，本研究は筆者が調査実施時所属してい
た国際医療福祉大学大学院研究倫理審査委員会
の承認を得て行った．

Ⅳ．研究結果
１．有効回答率

調査表は88名から回収（回収率44％）し，
有効回答85名（42.5％）を分析対象とした．

２．対象者属性
対象者の平均年齢は44.9歳（SD=10.7)，性別

は女性が77名（90.5％），男性が８名（9.5%）
であった．所有資格は介護福祉士・社会福祉士
を合わせた福祉職が44名（51.8％），看護師・
准看護師を合わせた看護職が27名（31.8％），
その他が14名（16.4%）であった．ケアマネー
ジャーの経験年数は平均3.4年（SD=1.9)であっ
た．ケアマネージャーが所属する居宅介護事業
所の設置主体は医療法人が18名（21.2%），社
会福祉法人が42名（49.4%），その他が25名

（29.4％）であった．

３． ケアマネージャーのターミナル期の支援状
況について

ターミナル期の支援の経験の有無は，「経験
あり」が65名（76.5％），「経験なし」が20名

（23.5%）であった．
つぎに，ターミナル期の支援の「経験あり」

の65名に対し，支援の実施状況を調査した結
果を図-1に示す．
「療養場所の選択の支援」，「往診医の紹介」，

「訪問看護の導入・調整」，「緊急時の受け入れ
先の紹介」，「ターミナル期に利用できる福祉
サービス紹介」，「訪問回数を増やす」，「急変時
の訪問」，「グリーフケアとしての利用者死亡後
の訪問」の8項目については，「必ず実施して
いる」，「必要に応じて実施している」，「なるべ
く実施している」をあわせると，いずれも約9
割となった．

その中でも，「必ず実施している」割合が最
も高かったのは，「訪問看護の導入・調整」で
38名（58.5%）であった．次いで，「療養場所
の選択の支援」35名（53.8%），「緊急時の受け
入れ先の紹介」33名（50.8%），「ターミナル期
に利用できる福祉サービス紹介」30名（46.2%），

「訪問回数を増やす」30名（46.2%），「グリー
フケアとしての利用者死亡後の訪問」29名

（44.6%），「往診医の紹介」26名（40.0%），「急
変時の訪問」23名（35.4%）の順であった．「臨
終時の立ち会い」については，2名（3.1%）と
非常に少なかった．
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「ほとんど実施していない」割合が最も高かっ
たのは，「臨終時の立ち会い」で，37名（56.9%）
であった．それ以外の8項目については，すべ
て１割以下であった．

４． ターミナル期に利用可能な在宅サービスの
充足状況

「訪問介護」，「訪問看護」，「訪問入浴」，「通

所介護」，「短期入所」，「往診医」，「ボランティ
ア」の７項目について，ターミナル期に利用可
能な在宅サービスの充足状況を図-2に示した．
その結果，「充足している」と回答した割合が
最も高かったのは，「訪問入浴」で47名（55.3%）
であった．次いで，「訪問介護」33名（38.8%），

「訪問看護」33名38.8%，「往診医」16名（18.8%），
「通所介護」11名（12.9%），「短期入所」10名

図-1　ケアマネージャーの支援状況
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図-2　サービスの充足状況
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（11.8%），「ボランティア」1名（1.2%）の順であっ
た．
「不足している」と回答した割合が最も高かっ

たのは，「短期入所」63名（74.1%）であった．
次いで，「ボランティア」61名（71.8%），「通
所介護」58名（68.2%），「訪問介護」42名（49.4%），

「訪問看護」42名（49.4%），「訪問入浴」28名
（32.9%）の順であった．

５． ターミナル期の支援のためのサービスや制
度の課題

自由記載より，ターミナル期の支援のための
サービスや制度の課題に焦点をあてた内容を，
分析対象として40記録単位抽出した．その内
容を分析した結果を表-1に示す．

分析の結果，「在宅ターミナルに対応する医
師の不足」（9記録単位），「家族へのレスパイ

ケアマネージャーから見た在宅高齢者のターミナルケア体制の現状と課題 
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トケアや精神的サポート体制が必要」（9記録
単位），「在宅サービスの24時間体制や量的整
備が不十分」（7記録単位），「在宅サービス提
供者のターミナルケアに対する意識や知識」（6
記録単位），「サービス事業者のターミナル期の
利用者の受け入れが困難」（2記録単位），「在
宅ターミナルに向けての入院中の説明や退院支
援の不足」（2記録単位），「本人・家族と医療
者の意志の不一致」，（2記録単位），「介護保険
制度上の問題」（2記録単位），「医師との連携
が困難」（1記録単位）の9つのカテゴリーが抽
出された．

Ⅴ．考　察
１． ケアマネージャーのターミナル期の支援状
況について

調査項目9項目中「臨終時のたちあい」を除く，
「療養場所選択の支援」医師の紹介」「訪問看護
導入」「緊急時の受け入れ先の紹介」「ターミナ
ル期に利用できるサービスの紹介」「訪問回数
の増やす」「急変時の訪問」「死亡後の訪問」の
8項目を，約9割のケアマネージャーは意識的
に支援を行っていた．

介護保険制度においてはケアマネージャー
は，利用者のニーズに応じた在宅サービスを提
供できるようにサービス提供事業者等との連絡
調整を行うものとされており，サービスの調整
役として位置づけられている．しかし，樋口17）

は，ケアマネジメントの機能は，①直接援助サー
ビス機能，②仲介・調整機能，③社会資源に働
きかける機能があり，高齢者のターミナル期の
ケアマネジメントでは，高齢者，介護者とその
関係に焦点をあて，ケアマネージャーが直接的
に働きかける『直接援助サービス』を重視する
ことが求められると指摘している．

今回の調査項目では，「往診医の紹介」，「訪
問看護の導入」，「緊急時の受け入れ先の紹介」，

「ターミナル期に利用できる福祉サービスの紹
介」が『仲介・連絡機能』，「療養場所の選択の
支援」や「訪問回数を増やす」，「グリーフケア
のための利用者死亡後の訪問」が『直接援助サー
ビス』と考えられる．今回の調査結果では，『仲

介・連絡機能』，『直接援助サービス』のいずれ
も高い割合で実施されていた．このことから，
ケアマネージャーは，在宅ターミナル期におい
て，仲介・調整役のみでなく，ケアマネージャー
の直接的介入による，自己決定のための支援や
家族支援，遺族へのグリーフケアなどの役割も
果たしていると考えられる．

とくに，グリーフケアについては，日本では，
まだシステム化には至っていない18）が，今回
の調査では，約５割のケアマネージャーは，家
族へのグリーフケアのために利用者の死亡後に
訪問を必ず実施しており，「必要に応じて実施
している」，「なるべく実施している」とあわせ
ると約9割となっていた．このことは，ケアマ
ネージャーは家族との関わりも深く，家族介護
者への支援の役割を担っている結果だと考えら
れる．グリーフケアは，遺族の満足感にも影響
することが示唆されており19），重要な支援であ
ると考える．しかし，介護保険制度においては
ケアマネージャーの業務として遺族へのケアは
含まれていない．今後，遺族へのグリーフケア
を誰がどのように行っていくかを検討すること
が必要である．

以上のことから，ケアマネージャーはターミ
ナル期の支援として仲介・調整や直接支援サー
ビスなど様々な支援を行っており，在宅ターミ
ナルを支援する重要な役割を担うことが示唆さ
れた．しかし，今回の調査では，ケアマネー
ジャーのターミナル期の支援内容と本人・家族
の満足感との関連や必要な能力などは明らかに
できなかった．今後，これらの関連を明らかに
し，有効な支援方法や必要な教育などを検討し
ていく必要性がある．また，介護報酬の課題と
してケアマネージャーのターミナル期の支援に
対する加算等がなく，報酬的な評価には至って
いない．今後，居宅介護支援のターミナル加算
等の介護報酬の検討も必要であると考える．

２．在宅サービスの充足状況
ターミナル期は，本人に心身の変化や苦痛が

伴うと同時に，それを介護する家族の心身の負
担も大きくなり，様々なサービスが必要となる．
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在宅のサービス利用状況は，在宅死の成立要因
であり，本人・家族の満足感にも大きく影響を
及ぼすため，サービスの整備が重要となる．今
回の調査結果では，調査項目「訪問介護」，「訪
問看護」，「訪問入浴」，「通所介護」，「短期入所」，

「往診医」，「ボランティア」のうち，「充足して
いる」が「不足している」を上まわったサービ
スは「訪問入浴」のみで他のサービスについて
は「不足している」が多い結果となった．
「訪問介護」「訪問看護」については，約半数

は「不足している」という回答であった．とく
にこれらの訪問系のサービスでは，24時間対
応のサービスが不足しているという意見が自由
記載にもあげられている．ターミナル期では，
様々な症状の出現や急変などの状態変化も予測
されるため，24時間対応可能な訪問看護は大
変重要な支援である．平成15年の訪問看護ス
テーションのサービス提供の実態調査20）では，
24時間連絡体制加算の届け出をしているステー
ションは，79.1%という高い結果がでている．
しかし，訪問看護ステーションの数は，平成
17年で5,309 ヶ所であり，ゴールドプラン21策
定目標の約5割にしか到達しておらず21），全体
的な量的不足が影響していると考えられる．

つぎに，「通所介護」，「短期入所」については，
「充足している」と回答があったのは，いずれ
も約１割にとどまっており，約7割は「不足し
ている」と回答している．「通所介護」と「短
期入所」は，家族の介護負担を軽減するための
重要なレスパイトケアである．しかし，家族の
心身の負担も大きくなると予測されるターミナ
ル期にレスパイトケアが十分に行えないこと
は，家族の介護負担を大きくし，在宅療養を中
断することにもつながると考えられる．「通所
介護」，「短期入所」において，ターミナル期の
利用者の受け入れが困難な背景として，医療的
な設備が不十分なこと，通所介護および短期入
所利用中には介護保険制度上医療行為の実施に
制限が生じること，看護職などの配置が少ない
ことなどが考えられる．今後，ターミナル期の
利用者に対応できるような，通所および短期入
所施設や介護保険制度の検討が必要と考える．

つぎに「往診医」については，「充足している」
と回答したのは約2割で，6割以上は「不足し
ている」と回答している．自由記載からも往診
医の不足が多くあげられている．往診医の存在
は在宅ターミナルケア，在宅死を可能にする要
因として必須である．往診医不足の背景として
は，在宅の往診医は個人の開業医が多く，一人
で多くの対象者を診療することは医師の負担が
大きくなることが考えられる．これについては，
開業医の地域ネットワークなどのシステム構築
が必要となると考える．

以上のことより，在宅でのターミナルケアを
支援するサービスが量的にも質的にも十分でな
いことが示唆された．とくに，往診をしてくれ
る医師の不足，24時間体制の訪問サービスの
不足，レスパイトケアとしての通所，短期入所
サービスの不足などがあげられた．これらの在
宅ターミナル期に必要なサービスが整備されて
いないということは，高齢者が自宅で最期を迎
えたいという希望を実現ができないことや，在
宅ターミナルケアの質にも影響を及ぼすと考え
られる．また，ケアマネージャーは，在宅で最
期を迎えたいという本人や家族の希望を叶える
ために必要なサービスの調整を行う．その必要
なサービスが整備不足のために提供できないと
いうことは，ケアマネージャーにとっても希望
と現実との乖離のなかで，ジレンマや大きなス
トレスを生じることにつながるのではないかと
考える．

今後，高齢者や家族が希望する場で最期が迎
えられるように，往診医や24時間対応の事業所，
レスパイトケアの保障など，在宅でのターミナ
ル期を支えるサービスの量的な整備や在宅サー
ビス従事者の研修体制の整備などが早急に必要
であると考えられる．

３．介護保険制度上の問題点
自由記載から，介護保険において在宅サービ

スを利用する場合は利用上限限度額が定められ
ている．その限度額内ではターミナル期に必要
なサービスが十分に受けられないこと，介護度
の変更などの手続きが迅速にできずターミナル
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期の状態変化に対応ができないなど介護保険制
度の問題があげられた．これらについても，さ
らに詳細な調査を行い，介護保険制度を検討し
ていく必要があると考えられる．

４．今後の課題
今回の調査では，地域や調査対象者数も限ら

れていることから，一般化することはできない．
そのため，今後は調査地域や対象者数を増やし，
さらに在宅ターミナル期の支援状況やサービス
の整備状況を明らかにしていくことが必要であ
る．また，今回はケアマネージャーのターミナ
ル期の支援に対する不安や困難と感じているこ
となどは調査できなかったため，今後はそれら
を明らかにして，ケアマネージャーへの支援体
制や研修内容についても検討していく必要があ
ると考える．
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